
 

 

宇治都市計画地区計画の変更（宇治市決定）   

 

都市計画平尾台地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 平尾台地区地区計画 

位 置 

 

宇治市平尾台１丁目、２丁目、３丁目及び４丁目の一部、並びに

木幡平尾の一部 

 

面 積 約   ３０．０ ha 

 

地区計画の目標 

 

当地区は、宇治市の北部地域に位置し、現在大規模な住宅地が

形成されている。 

この住宅地において、今後予想される建築行為について、地区

計画を定めることにより、住宅地にふさわしい良好な市街地の形

成・誘導を図る。 

 

 

土地利用の方針 

 

 主に低層専用住宅地区の環境の保全を図り、利便性を高めるた

め近隣センター地区を配置する。 

 また、低層店舗付住宅地区を配置することにより、小規模な店

舗兼用住宅等が立地できるよう考慮し、近隣センターの機能を補

完させる。 

 

 

地区施設の整備の

方針 

 

 

都市計画法第２９条に基づく開発行為により、既に整備済み 

であるため、これを保存する。 

 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す
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方

針 

 

 

建築物等の整備の

方針 

 

 

 低層専用住宅地区と低層店舗付住宅地区に用途の制限、壁面 

の位置の制限及び、かき又はさくの構造の制限を定め、近隣セ 

ンター地区にはさらに高さの最高限度を定める。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



地区の細

区分 

低層専用住宅 

地区 

低層店舗付住宅 

地区 

近隣センター 

地区 

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

地区の細

区分の面

積 
１４．６ 

ha 

８．５ 

ha 

４．５ 

ha 

０． ８ 

ha 

１．６  

 ha 

 

建築物の

用途の制

限 

 

次に掲げる建築

物以外の建築物は、

建築してはならな

い。 

⑴ 専用住宅（建 

築基準法別表第

２（い）項１号に

定める「住宅」を

いう。）但し、長

屋を除く。 

⑵ 兼用住宅（建築

基準法施行令第

１３０条の３第

６号に定める学

習塾、華道教室、

囲碁教室その他

これらに類する

施設を兼ねるも

のに限る。） 

⑶ 集会所 

⑷ 巡査派出所、公

衆電話所その他

これらに類する

公益上必要な建

築物で、建築基準

法施行令第１３

０条の４で定め

るもの 

⑸ 前各号に付属

するもの（建築基

準法施行令第１

３０条の５で定

め る も の を 除

く。） 

 

次に掲げる建築

物以外の建築物は、

建築してはならな

い。 

⑴ 低層専用住宅

地区で建築でき

る建築物 

⑵ 兼用住宅（建築

基準法施行令第

１３０条の３に

定めるもの） 

⑶ 共同住宅及び

長屋で２住戸の

もの 

⑷ 診療所 

⑸ 保育所（児童福

祉法第４５条第

１項による児童

福祉施設等の最

低基準を満たす

もの） 

⑹ 前号⑵～⑸の

建築物に付属す

るもの 

 

次に掲げる建築物は

建築してはならない。 

 

 

⑴ 専用住宅（建築基準

法別表第２（い）項１

号に定める「住宅」を

いう。） 

⑵ 兼用住宅（建築基準

法施行令第１３０条

の３に定めるもの）

⑶ 共同住宅、寄宿舎、

又は下宿 

⑷ 大学、高等専門学

校、専修学校、各種

学校 

⑸ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類する

もの 

⑹ 事務所 
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建築物の

敷地の最

低限度 

１５０㎡ １２０㎡ １５０㎡ １２０㎡  



建築物の

高さの最

高限度 

 １３ ｍ 

 

壁面の位

置の制限

  

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から隣地境界線までの距離は、北側につい

ては１ｍ以上（ただし、別図に示された区

画については、５０ｃｍ以上とする。）と

し、その他については、５０ｃｍとする。

（北側隣地境界線が２辺ある場合は短辺

の敷地の境界線より後退する。） 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は

この限りではない。 

⑴ 独立した物置、その他これに類するも

ので軒の高さが２．３ｍ以下でかつ床面

積の合計が５㎡以内であるもの 

⑵ 地下倉庫、機械室、その他これに類す

るもの 

⑶ 簡易な屋根付きカーポート、バルコニ

ー物干しその他これらに類する用途に

供するもの 

   出窓については、前号の規定にかかわ

らず外壁又はこれに代わる柱の面から

北側隣地境界線までの距離は５０ｃｍ

以上とすることができる。 

ただし、その外壁の長さの合計が５ｍ

以下で、その天端の高さが床面から３０

ｃｍ以上のものに限る。 

 

 

建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面は、道

路境界線及び隣地境界

線から１．５ｍ以上後退

する。 
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かき又は

さく等の

構造の制

限 

  

敷地周囲の「へい」は、原則として生け垣または、生け垣と透視

可能なフェンスの併用（以下「生け垣等」という。）とする。 

 なお、生け垣等以外の場合は、その高さは宅盤高さより１ｍ以下

としなければならない。ただし、道路境界線に平行して設ける「へ

い」で建物等の関係から、やむを得ず生け垣等以外のものにする場

合は、土塀又はこれらに類するもので、自然素材その他これと類似

の素材を使用する場合に限り、その高さを宅地地盤面より１．８ｍ

以下にできる。 

 

備 考 

「区域及び地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり」 

 

(理由) 

 本都市計画は、木幡平尾において民間開発による住宅地が形成されるのに伴い、この

区域に地区計画を定めることにより、地域の利便性の向上と良好な住環境の形成と誘導

を図るため、平尾台地区地区計画を変更し、地区計画の範囲を拡大するものです。 
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